
　

そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
等
が
、
従
業

員
の
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
図

る
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備
や
、

子
育
て
を
し
な
い
従
業
員
も
含
め

た
多
様
な
労
働
条
件
の
整
備
な
ど

に
取
り
組
む
た
め
、「
計
画
期
間
」

「
目
標
」「
目
標
を
達
成
す
る
た
め

の
対
策
と
そ
の
実
施
時
期
」
の
3

点
を
定
め
る
も
の
で
す
。

・
企
業
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

・
従
業
員
の
モ
ラ
ル
向
上
に
よ
る

生
産
性
の
向
上

・
育
児
な
ど
を
理
由
に
退
職
す
る

従
業
員
が
減
る
こ
と
に
よ
る
、

優
秀
な
人
材
の
定
着

　

行
動
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
旨

を
都
道
府
県
労
働
局
に
届
け
出
た

企
業
が
、
そ
の
計
画
に
定
め
た
目

標
を
達
成
し
、
一
定
の
要
件
を
満

た
し
た
場
合
は
、
都
道
府
県
労
働

局
長
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

300人以下の従業員を雇用する事業主の皆さんも
一般事業主行動計画を策定し　届け出ましょう
　次世代育成支援対策推進法では、301人以上の従業員を雇用する事業主は、従業員が仕事
と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備など（次世代育成支援対策）を推進す
るため、「一般事業主行動計画」を策定し、届け出ることが義務づけられています。300人以
下の従業員を雇用する事業主の皆さんも行動計画を策定し、届け出るよう努めましょう。

　

認
定
を
受
け
た
企
業
は
、
次
世

代
認
定
マ
ー
ク
を
、
広
告
、
商
品
、

名
刺
、
求
人
広
告
等
に
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

次
世
代
認
定
マ
ー
ク
を
つ
け
る

こ
と
に
よ
り
、
次
世
代
育
成
支
援

対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
で

あ
る
こ
と
が
広
く
周
知
さ
れ
、
企

業
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
な
が

り
ま
す
。

　

ま
た
、
求
人
広
告
や
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
の
求
人
票
に
記
載
す
る
こ
と

に
よ
り
、
優
秀
な
人
材
の
確
保
な

ど
が
期
待
で
き
ま
す
。

《
問
合
せ
》

兵
庫
県
労
働
局
雇
用
均
等
室
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▲

認
定
を
受
け
た
企
業
な
ど
が
使
用
す

る
次
世
代
認
定
マ
ー
ク
。
こ
の
マ
ー

ク
を
使
用
し
て
い
る
企
業
な
ど
は
仕

事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
に
対
す
る

取
組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す

△

面接試験　日時、場所は、後日連絡します。△

申込方法　職員課にある申込書に必要事項を記入の上、資格証明書等の写しを添えて提出ください。△

受付期間　3月12日（月）〜20日（火）△

採用予定日　4月1日△

申込み・問合せ　職員課

豊岡市非常勤嘱託職員募集のお知らせ

一
般
事
業
主
行
動
計
画
と
は

取
り
組
む
メ
リ
ッ
ト
はは

次
世
代
認
定
マ
ー
ク
を
使
用
し

て
企
業
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を

職　　種 採用予定人員 応募資格 職務内容 勤務条件

パート保育士 2人

昭和22年4月2日以降に生ま
れ、児童福祉法に定める保育
士資格所持者、または平成19
年4月1日までに取得できる方

保育所での保育
業務等

報酬…月額133,100円
勤務日等…週5日（各日午後
の6時間、週30時間）勤務、
休日は土曜日および日曜日

宿日直員 1人 昭和17年4月2日以降に生まれ
た方

本庁での宿直お
よび日直業務

報酬…日額6,500円
勤務日等…月13日程度勤務
（ローテーション勤務）

配送業務員 1人
昭和17年4月2日以降に生ま
れ、普通自動車運転免許所持
者

本庁・総合支所
間等の文書の配
送業務等

報酬…月額102,800円
勤務日等…週5日（各日5時
間、週25時間）勤務、休日は
土曜日および日曜日

広報とよおか　2007.3.107


